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先生の毎日は きっと誰かの希望 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新年度がスタートし、希望に満ち溢れた今、みなさんにとって素敵な１年にし

ていくために。ともに学び、ともに励まし、支えあえる素敵な教職員チームにし

ていくために。職場みんなで不祥事を防いでいきましょう！！ 

2026 年の道路交通法改正のポイントは？ 

 

 

 

 

 

年度始めのスタートダッシュ、皆さん本当に 
お疲れ様でした。溜まった疲れを癒し、最後まで楽しく 
笑顔で過ごすために、事前の心構えを要チェック！！ 

１ む りは、禁物！！ 
 ◆ 時間的にも体力的にも、ゆとりある計画を。 
  ・十分な車間距離で、しっかり一時停止。 
  ・スピード超過やあおり運転は厳禁。 

２ じ ぶんを過信しない！！ 
◆ 「～だろう」ではなく「～かもしれない」が大切。 
 ・お酒を飲んだ翌日の朝も要注意。量やおひらきの時 

間を考えて飲みましょう。 
  ・慣れた道はもちろんのこと、県外など初めての場所 

では、一方通行や右折禁止等に気をつけましょう。 

３ こ まったら、すぐに連絡！！ 
 ◆ 事故や災害にあったときは、すぐに連絡を。 
  ・警察への連絡はもちろんのこと、管理職にも 
   すぐに連絡できるように、連絡先を確認して 

おきましょう。 

10分でできる不祥

事防止研修用資料。

校内倫理委員会や職

員会議のちょっとし

た時間等にご活用く

ださい。 

① 自転車にも青切符制度が適用  

 ⇒ 対象は、交通事故の原因となるような、悪質・危険な違反。 

    （例）飲酒運転、妨害運転、携帯電話使用（通話や画面注視） 

       自転車制動装置不良、傘を差しながら一時不停止 等 

② 自動車の自転車追い越し時の新ルール導入  

 ⇒ 自転車の右側を通るとき、十分な側方間隔を確保する義務。 

   間隔を十分に取れない場合は、間隔に応じて安全な低速で通行。 

   警察庁は目安として、「少なくとも１ｍ程度の間隔」や「時速 20～ 

30㎞までの減速」を例示。 

③ ９月から生活道路の最高速度３０㎞/h 化  

 ⇒ 生活道路の法定速度が、時速６０㎞ ⇒ ３０㎞へ。 

   対象は、住宅街など生活道路として指定されている区間。 


